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2019 年度民法第１問・解答例 

 

１ ＢのＤに対する請求の根拠は，所有権に基づく返還請求権に求められると

ころ，かかる請求権は，占有侵奪により物権の円満な支配状態が妨害された

ときに発生する権利であるから，かかる請求が認められるためには，①Ｂが

甲土地を所有していることと，②Ｄが乙建物を所有して甲土地を占有してい

ることが必要である。本問では，Ｂは甲土地の所有者であるから①を充たす

し，Ｄは乙建物を建設して甲土地を占有しているから②も充たす。 

２ これに対し，Ｄは，Ａが甲土地をＣに売却していることから，Ｂは甲土地

の所有権を喪失したと主張することが考えられる。 

 ⑴ しかし，Ａは甲土地の所有者ではないから，ＡがＣに甲土地を売却した

としても，Ｂが甲土地の所有権を喪失することはないのが原則である。 

 ⑵ そこで，Ｄは，Ｃが９４条２項又は同項の類推適用により所有権を取得

する結果，Ｂは甲土地の所有権を喪失したと主張することが考えられる。 

   しかし，ＢＡ間に「相手方と通じてした虚偽の意思表示」（同条１項）

はないから，同条２項の直接適用はできない。 

   また，同項は，真の権利者の帰責性により作出された虚偽の外観を信頼

した第三者を保護するための制度であるから，同項の類推適用が認められ

るためには，㋐意思表示の相手方が真の権利者であるとの外観が存在する

こと，㋑真の権利者に外観作出の帰責性があること，㋒第三者が上記外観

を信頼したことが必要であるところ，Ｃは，Ａが真の権利者であるとの外

観を信頼したわけではなく，ＢとＡの同一性を信頼したにすぎないから，

同項の類推適用もできない。 

 ⑶ そこで，Ｄは，表見代理規定（１０９条，１１０条，１１２条）の適用

により，ＡＣ間の売買契約の効果がＢに帰属し，Ｂは甲土地の所有権を喪

失したと主張することが考えられる。しかし，Ａは，Ｂになりすまして売

買契約を締結したのであるから，「本人のためにすることを示し」た（９

９条１項）とはいえず，表見代理規定の適用の前提を欠く。 

 ⑷ したがって，これらの主張はいずれも認められない。 

３ そこで，Ｄは，占有権限として，借地権を主張することが考えられる。 

 ⑴ まず，Ｄは，Ｃから設定を受けた借地権を主張することが考えられる。

しかし，上記のとおり，Ｃは所有権を取得しないから，かかる賃貸借は他
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人物賃貸借であって，これに基づく借地権を真の権利者であるＢに対抗す

ることはできないのが原則である。 

 ⑵ そこで，Ｄは，９４条２項の類推適用により賃借権を取得すると主張す

ることが考えられる。以下，その要件について検討する。 

   まず，Ｃ名義の所有権移転登記が存在するから，㋐は充たす。次に，㋑

が認められるためには，真の権利者が自ら外観の作出に積極的に関与した

場合やこれを知りながらあえて放置した場合だけでなく，それらと同視し

得るほど重い帰責性がある場合にも認められる。また，㋒については，真

の権利者が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあ

えて放置した場合は単なる善意で足りるが，これと同視し得るほど重い帰

責性がある場合は，外観を自ら作出しているわけではないから，１１０条

を類推し，善意に加え無過失まで要求すべきである。 

   よって，本問でも，これらの要件を充たせば，Ｄの主張は認められ，Ｂ

の請求は認められない。 

４ また，Ｄは，上記主張が認められない場合，甲土地の整地・駐車場整備に

要した費用の有益費償還請求権（１９６条２項本文）を被担保債権とする留

置権（２９５条１項本文）に基づき，上記費用の償還を受けるまで乙建物収

去甲土地明渡しを拒む旨主張することが考えられる。 

  そこで，その要件を検討するに，Ｄは，甲土地という「他人の物の占有

者」（同項本文）である。また，上記費用は「占有者が占有物の改良のため

に支出した金額」にあたり，「その価格の増加が現存する」（１９６条２項）

から，「その物に関して生じた債権を有する」（２９５条１項本文）。さら

に，「期限」が「許与」（１９６条２項ただし書）されたとの事情もないか

ら，「その債権が弁済期にない」（２９５条１項ただし書）ともいえない。た

だし，Ｄが甲土地を占有するにあたり「故意又は過失」（７０９条）があっ

た場合には，「占有が不法行為によって始まった」（２９５条２項）といえる

から，留置権は成立しない。 

  よって，Ｄが甲土地を占有するにあたり「故意又は過失」があった場合を

除き，Ｄの主張は認められ，Ｂの請求は，Ｄに対する上記費用の償還と引き

換えにのみ認められる。                    以 上 
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